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１ 

 

１ 募集の趣旨  

 

中野区（以下「区」という。）では、介護や支援を必要とする高齢者が住みなれた身近な地域で安心し

て暮らし続けていくため、地域密着型サービスの整備を進めています。 

 本募集は、「中野区高齢者保健福祉計画」及び「第９期中野区介護保険事業計画」（２０２４年３月策

定）に基づき、計画の数量の範囲で地域密着型サービス事業所を整備する事業者を募集するものです。 

 

【本募集は、誘導整備を目的としています。介護保険法第７８条の１３に規定される公募指定に基づく

公募ではありません。】 

 

 

２ 募集の概要 

 

⑴ 募集事業及び募集圏域  

  事業 
圏域 

南部 中部 北部 鷺宮 計 

認知症対応型共同生活介護 

（認知症高齢者グループホーム） 

２か所 ２か所 

４５人 ４５人 

看護小規模多機能型居宅介護 

－ １か所 １か所 ２か所 

－ 登録２９人 登録２９人 ５８人 

－ 通い１８人 通い１８人 ３６人 

－ 宿泊９人 宿泊９人 １８人 

 

※ 認知症高齢者グループホームと看護小規模多機能型居宅介護の併設も可能です。 

※ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）・看護小規模多機能型居宅介護を整備す

る場合は、補助金活用の有無に関わらず、事前に必ず担当部署にご相談の上、応募してください。 

※ 補助金（整備費補助金、開設準備経費補助金、定期借地権に係る補助金）の活用を検討されている場

合は、ｐ.８の「６.補助金による整備等の支援について（予定）」をご確認ください。 

※ 上記募集事業以外の事業については、今年度募集は行いません。（追加で募集を行う場合は別途区ホ

ームページにてご案内いたします。） 

※ 圏域の範囲は、ｐ.２５の中野区日常生活圏域の地域一覧をご確認ください。 

※ 以下、募集を行わない事業（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、都市型軽費老人ホーム）について

も参考として記載しています。 

 

⑵ 本募集の募集期間によらず、随時募集する事業 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム） 

  



 

 

２ 

 

 

 

⑶ 日常生活圏域ごとの地域密着型サービス等整備状況（２０２６年４月１日現在） 

単位（箇所） 

圏域（※） 

事業 
南部 中部 北部 鷺宮 計 

認知症対応型共同生活介護 5 5 7 6 23 

小規模多機能型居宅介護 1 2 2 1 6 

看護小規模多機能型居宅介護 1 0 0 0 1 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 3 0 0 3  

都市型軽費老人ホーム 0 1 2 1 4 

 

 

３ 募集期間 

 

次の期間に募集します。ただし、選定数が募集数に達した場合、次回以降の募集は終了します。選定結果

は、区ホームページにて公表します。 

 

認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 

【第１回】 ２０２６年 ４月 ６日（月）～２０２６年  ４月３０日（木） 

【第２回】 ２０２６年 ６月 １日（月）～２０２６年  ６月２６日（金） 

【第３回】 ２０２６年 ８月 ３日（月）～２０２６年  ８月２８日（金） 

※整備費補助金を活用する場合、第３回は令和９年度整備の事前審査分となります。 

※応募する場合は、各回の募集期間最終日の概ね２週間前までに事前相談を必ず行ってください。 

 

 

４ 応募資格 

 

 本事業に応募する事業者は、以下⑴～⑷の資格要件の全てを満たし、かつ⑸に該当しないことが必要

です。 

 

⑴ 組織運営について 

 ① 法人格を有していること。 

② 応募する回の募集期間の最終日（ｐ.２参照 例：①の第１回募集の応募の場合、４月３０日を基

準日とする）において、東京都内で１年以上又は神奈川県、千葉県、埼玉県で２年以上、社会福祉事

業・介護保険事業・医療事業のいずれかの運営をしている事業者であること。 

  ※社会福祉法人以外の法人が都市型軽費老人ホームを整備する場合は、社会福祉事業又は介護保

険事業の実績があることを条件とする。 

③ 都道府県等が行う指導検査において、重大な指摘事項がないこと。また、指摘事項を受けた場合

にその後の改善がみられること。 

④ 地域住民との交流および保健・福祉・医療機関等との連携を積極的に図る意欲をもっていること。 

⑤ 介護を必要とする高齢者や認知症高齢者等の様々なニーズにきめ細かく応えることができる能力、

資金および意欲を有しており、長期に安定した運営ができること。 

 



 

 

３ 

 

⑵ 財務状況について 

① 開設後３か月分（年間事業費の３／１２以上）の運営費が確保されていること。 

② 運営費は法人の自己資金で確保すること。 

③ 法人事務費として必要額（原則１００万円以上）が確保されていること。 

④ 原則として過去３期連続して営業活動に基づく黒字が出ていること。 

⑤ 収支状況が健全であること。 

＜ＧＨ・看多機・定期巡回＞ 

 社会福祉法人以外：債務超過でないこと 

社 会 福 祉 法 人：現状及び整備計画による負債総額が資産総額の２分の１を超えない範囲であ

ること。  

（参考）＜都市型軽費老人ホーム＞ 

 社会福祉法人以外：現状及び整備計画による負債総額が資産総額の概ね８割を超えないこと。 

 社 会 福 祉 法 人：現状及び整備計画による負債総額が資産総額の概ね２分の１を超えないこと。 

 

⑶ 事業運営について 

① 整備事業の運営を直接に行う事業者であること。（社会福祉法人については、都市型軽費老人ホー

ムのオーナー整備型での整備・運営は不可。） 

② 地域密着型サービスについて介護保険法に定める指定がされていること。都市型軽費老人ホームに

おいては、社会福祉法に定める設置許可を受けていること（いずれの場合も見込みを含む）。 

 

⑷ 事業用地について 

 ① 整備事業に供する土地・建物等が確保されていること。または確保される見込みがあること。 

 ② 整備区域内に、都市計画法第３３条第１項第８号により開発行為が禁止されている区域（災害レッ

ドゾーン）を含まないこと。 

※災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水被害防止

区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域（災害イエローゾーン）に施設を

整備する場合は、当該区域で整備しなければ必要数が確保できない等の理由があり、かつ、想定さ

れる被災リスクに対して、 安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じるこ

と。 

 

⑸ 欠格条項 

 次のいずれかに該当する場合は、応募することができません。 

①  地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167 条の４の規定に該当するもの 

②  区から指名停止措置を受けているもの 

③ 法人税、法人事業税、消費税、地方消費税、所得税、個人事業税、特別区民税等を滞納しているも

の。または、代表者がこれらの税金を滞納しているもの 

④  民事再生法により再生手続を開始している法人 

⑤  団体の役員または構成員が中野区契約における暴力団等排除措置要綱（2012 年 8 月 31 日要綱第

148 号）別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するもの 

  



 

 

４ 

 

５ 施設整備に係る基本的事項 

 

施設建設及び施設の設備等については、以下の関係法令等を遵守してください。 

 

⑴ 施設建設 

 建築基準法、消防法、その他関係法令及び条例等 

 【参照】建築確認申請の前に行う手続き（ｐ.２６） 

 

⑵ 施設の設備等 

 ① 老人福祉法 

 ② 介護保険法 

 ③ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 ④ 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 ⑤ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 ⑥ 東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

⑦ 東京都軽費老人ホームの設備及び基準に関する条例施行規則 

⑧ 東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行要領 

 ⑨ その他、関係法令及び条例等 

 

⑶ 地域住民への対応 

  施設の整備にあたっては、近隣住民に対して説明会を開催する等、十分な説明を行い、要望に対し

ては、誠実に対応してください。 

 

⑷ 防火、防災関係 

  防火体制の確保、火災が発生した際の消火、避難、通報体制の確保等、防火安全対策に万全を期して

ください。 

  認知症高齢者グループホーム、看護小規模多機能型居宅介護事業所、都市型軽費老人ホームについ

ては、火災時に自力避難の困難な高齢者が宿泊する場所であることから、自動火災報知設備、消防機関

へ通報する火災報知設備（自火報連動型）、スプリンクラー設備を設置してください。 

 

⑸ 利用者負担 

  利用者負担を軽減する配慮をしてください。 

  認知症高齢者グループホームの家賃設定については、以下の計算式をもとに決定してください。 

 

【事業者創設型計算式】 

○土地を購入して整備する場合        

（土地購入費＋建物整備費＋備品費）÷償却年数÷１２ヶ月÷利用人数÷稼働率＋建物修繕費

等の管理費 

○土地を賃借して整備する場合 

月額土地賃借料（※1）÷利用人数÷稼働率（９０％以上で算定）＋（建物整備費＋備品費）

÷償却年数÷１２ヶ月÷利用人数÷稼働率（９０％以上で算定）＋建物修繕費等の管理費  

※1 契約期間の賃料総額から定期借地権設定に係る一時金補助を差し引いた額から算出した

月額土地賃借料 

 

 

 



 

 

５ 

 

【オーナー型計算式】 

月額建物賃借料÷利用人数÷稼働率（９０％以上で算定）＋備品費÷償却年数÷１２ヶ月÷利

用人数÷稼働率（９０％以上で算定）＋建物修繕費等の管理費  

 

※建物修繕費等の管理費に業務委託（エレベーター保守点検費等）は含みません。 

 

 都市型軽費老人ホームについては、サービスの提供に要する費用及び生活費は、都の定める上限額

の範囲とし、居住に要する費用、居室の光熱水費等は適切に算定をしてください。なお、居住に要する

費用の設定は、整備費補助や入所者数、その他の事情等を勘案して行い、低所得者（生活保護受給者

等）でも支払可能な額としてください。 

  

⑹ 指定手続き 

 認知症高齢者グループホーム、看護小規模多機能型居宅介護、及び定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を開設するためには、区の指定手続きが必要となります。竣工した日の属する月の翌月から２カ月

の期間が必要です。指定日（開設日）は、各月の１日のみとなります。 

  都市型軽費老人ホームについては、開設予定日の概ね２ヶ月前までに、区へ設置届（設置許可申請

書）の提出が必要です。 

これらを考慮した開設スケジュールとして下さい。 

 （例）認知症高齢者グループホームの竣工日が７月２０日の場合 

   →指定日(開設日)：最短で１０月１日 

 

  



 

 

６ 

 

⑺ 認知症高齢者グループホームの基準 

整備費補助金を活用した認知症高齢者グループホームの整備については、上記⑵で定められた基準

に加え、①の要件を満たし、②の要件については満たすように努めてください。なお、整備費補助金を

活用せずに整備する場合についても①②の要件を満たすよう努めてください。 

 

 ①必須要件 

設備 

１ユニットに係る設備は、全てを同一の階に設けること。（職員室を除く） 

※階をまたがってのユニットの配置は認められない。 

他の施設と併設の場合には、独立した出入口・エレベーターが設けられていること。 

※オーナー自宅等の介護保険・社会福祉事業以外を併設する場合は、設備（玄関、エレベー

ター等）の共用は認められない。 

※他の介護保険・社会福祉事業と併設する場合は、玄関は同一でも構わないが、他の種別を

通り抜けないといけない構造は認められない。 

台所 利用者及び介護従事者が調理を行うのに十分な広さがあること。 

居間・食堂 
利用者及び介護従事者が一堂に会するのに十分な広さ（概ね３㎡×（利用者＋介護従事者（職

員）数））とすること。 

トイレ 
１ユニットにつき職員用を除き３か所以上を分散して設置し、その内少なくとも１か所は車

いす対応可能なものとすること。 

安全対策 

住居の内外は、できる限り段差が生じないよう、バリアフリーに配慮すること。 

階段及び浴室、脱衣所、トイレ等には、手すりを設置すること 

災害等の緊急時のため、２方向に避難路を確保すること。 

２階以上のバルコニーは各居室に面し避難階段に接続し、車椅子での通行も想定して十分な

幅（目安として有効９０cm 以上）が確保されていること。 

夜勤体制 １ユニットに１名以上の人員配置をすること。 

家賃 
都が定めている計算式（Ｐ．４，５参照）により算出した金額以下とし、区内に所在する認

知症高齢者グループホーム（整備費補助を受けた施設）の平均家賃と同程度とすること。 

  

②努力要件 

居室 原則として収納設備等（可動式を含む）を除いて１０㎡以上（壁芯）とすること。 

スタッフルーム 休憩室・更衣室・事務室等のスタッフルームをユニットごとに設けること。 

夜勤体制 １名は常勤職員を配置すること。 

その他 近隣を考慮した外観、『住まい』としてふさわしい内装や照明等にすること。 
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⑻（参考）都市型軽費老人ホームの基準 

 ※今年度の募集事業ではありません。 

  整備費補助金を活用した都市型軽費老人ホームの整備については、上記⑵で定められた基準に加え、

下記の要件を満たしてください。なお、整備費補助金を活用せずに整備する場合についても下記の要

件を満たすよう努めてください。 

 

居室 居室内に収納設備等を設置すること。 

食堂・居間 
入所者、介護従事者が一堂に会するのに十分な広さを有していること（定員×２㎡以上）。ま

た、入所者の定員に応じて、必要な備品を設置すること。 

浴室 
概ね１０名につき１か所以上設置すること。 

※２日に１回以上の入浴の機会の提供が必要 

洗面所 
入所者の利用しやすい場所に十分な数の洗面所を設置すること。 

※公用部分への設置に加え、各居室に設置することが望ましい。 

トイレ 

・複数か所に分散して設置し、概ね１０名につき３か所以上設置すること。 

・車椅子使用者が利用可能なものを１つ以上設置すること。 

・複数階に居室を設ける場合は、各階に必要数を設置すること。 

・各階に介護を必要とする者に適したものを設置すること。 

洗濯室 洗濯機は、概ね７名につき１台以上設置すること。 

安全対策 

各居室・食堂は、二方向避難が可能であること。 

２階以上の居室・食堂には、屋外階段等に接続するバルコニーを設置し、バルコニーは車椅

子で避難可能な幅（概ね９０㎝）を確保すること。 

その他 
他の施設等と併設の場合には、独立した出入口・階段・エレベーターを設けていること。 

２階以上の場合は、エレベーターを設置すること。 
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６ 補助金による整備等の支援について（予定） 

２０２６年度 地域密着型サービス等に関する補助金一覧表 （予定） 

 

 施設整備にあたり、区の予算の範囲内で整備支援を行います。事業計画作成にあたっては、上記の補

助額（単価）を使用してください。（ただし、実際の交付額を保証するものではありません。）また、国・

都の補助制度等を活用するため、今後、国・都の補助制度に変更が生じた場合、補助単価が変更となる場

合があります。 

※１ オーナー整備とは、土地所有者あるいは土地所有者から土地を借り受けた者が、建物を新築所有

し事業を行う運営法人に建物を賃貸する手法です。 

※２ 補助の対象となる併設施設は区が定めていますので、詳細はお問い合わせください。 

※３ 補助額には、物価に応じた物価調整額補助額（従来の建設費高騰に対応した「高騰加算」から 

名称変更）を含んでいます。 



 

 

９ 

 

（参考）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、都市型軽費老人ホームについては、今年度の募集は行

いません。（追加で募集を行う場合は、別途区ホームページにてご案内いたします。） 

 

※４ 中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業（介護分）は、定期借地権設定に際して授受

される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するものについて、補助要綱に基づき予算の範

囲内で補助を行います。 

⑴ 補助基準額 

貸付物件に係る国税局長が定める路線価の４分の１以内を補助します。 

＊補助の対象とならない事業（通所介護等）を併設する場合、面積按分により補助対象外部分に

相当する面積を除外して補助額を算定します。（一時金は敷地面積全体を基に算出しますので、一

時金のうち補助対象外部分に相当する額については借受者負担となります。補助対象部分に相当

する面積のみに基づいた一時金の設定は認められません。） 

＊正式な補助基準額は、定期借地権設定契約締結時点の国税局長が定める路線価に基づき算出 

します。 
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⑵ 対象経費 

５０年以上の定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有

するもの。 

⑶ 一時金の支払い 

一時金は補助金交付前に、借受者がいったん自己資金や借入金により支払う必要があります。 

⑷ 土地賃借条件（一時金の額）の決定 

定期借地権補助制度に基づく補助金の交付を受ける場合には、施設整備費補助制度の協議書提

出前に土地賃貸借条件貸付料の前払金としての一時金の額を決定する必要があります。 

⑸  借受者の決定は、施設整備補助制度及び定期借地権補助制度の交付決定を保障するものではあ

りません。 

  ⑹ 注意事項 

   以下のいずれかにあたる場合は、補助対象となりません。 

   ① 保証金として授受される一時金の場合 

② 定期借地権の設定期間が５０年未満の契約に基づき授受される一時金の場合 

③ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合 

④ 他の補助制度等により当該経費の一部又は全部について現に補助を受けている場合 

     

※中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業（介護分）補助要綱 

    中野区例規集→ 50音目次 → 「て」 を選択 

    https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00002180.html 

 

 

  

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00002180.html
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７ 整備費補助に係る注意事項等について 

 

⑴ 区の補助金については、東京都の補助事業等を財源としており、補助金を活用するためには、区の

事業者選定を経た後、東京都へ補助協議書を提出し、補助対象事業として認められることが必要です。

本要項に基づく区の選定をもって補助金交付が決定されるわけではありませんのでご留意ください。

補助金を活用する場合は、東京都の審査基準・審査要領等についてもご確認をお願いいたします。 

⑵ 工事業者については都が定める形で入札を実施し、契約していただく必要があります。また、整備

工事の入札を行う場合は、補助の内示を受けてから行う必要があります。内示前に行った入札や工事

契約は補助の対象になりません。 

⑶ 入札後の契約金額が計画時の見積金額と大きく異なる場合は、家賃等の利用料の見直しを求める場

合があります。 

⑷ 事業の安定的な継続に支障が生じるおそれがある以下の場合は、補助対象となりません。 

  ①土地、建物に抵当権が設定されている（例外あり） 

  ②根抵当権の設定がされている 

  ③共有名義の土地での整備 

  ④土地の使用貸借契約（借地による整備の場合） 

⑸ 土地又は建物を賃借して事業を行う場合には、原則として２０年以上かつ更新条項付きの賃貸借契

約としてください。また、賃借権の設定登記を行っていただきます。土地所有者から土地を賃借して

建物を新築所有した場合は、建物の保存登記もしていただきます。 

⑹ 借入れをする場合、福祉医療機構などを利用し、低利での借入れを行ってください。 

⑺ オーナー整備の場合は、法定相続人全員の承諾を事前に得てください。また、施設開設に当たり補

助交付前に施設運営に関する協定書を、区とオーナーの間で締結します。 

⑻ 整備事業が２か年にわたる場合は、年度ごとの工事出来高（進捗率）に基づき補助金を交付します。

工事請負会社等への支払いや資金繰りなどは、余裕をもって対応いただきますようお願いします。 

⑼ 補助の翌年以降、適正な処理がされているかどうかの確認のため、決算書類、現金（預金）出納簿、

仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、財産目録などをご提出いただく場合があります。整備事業につい

て、明確な会計処理を行って下さい。 

⑽ 補助金により取得した財産は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、財産

処分の制限がかかります。なお、建築物の構造による財産処分制限期間は以下のとおりです。 
 
  
【参考】 

構造 処分制限期間 

鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造 50 年 

 
 

金属造 

骨格材の肉厚が４ミリ超 38 年 

骨格材の肉厚が３ミリ超４ミリ以下 30 年 

骨格材の肉厚が３ミリ以下 22 年 

木造 24 年 
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８ 応募の流れ・手続等 

⑴ 応募からの流れ  ※開設までの流れは、Ｐ．２３-２４のフローチャートを参考にしてください。 

 

① 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

           募集回 

 
第１回 第２回 

第３回 

(次年度分事前協議） 

応募期限 ４月３０日 ６月２６日 ８月２８日 

中野区審査会 ７月上旬 ８月下旬 １０月中旬 

中野区選定結果通知 ７月中旬 ９月上旬 １０月下旬 

東京都補助協議 ７月３１日 １０月２日 １２月４日 

東京都審査会 １０月上旬 １１月下旬 ２月中旬 

東京都補助内示 １０月下旬 １２月中旬 ６月以降 

※ 中野区審査会～東京都補助内示までの日程は予定のため前後する可能性がありますので 

  申請時にご確認下さい。 

※ 上記については、整備費補助を活用する場合の日程となります。 

 

 

② 看護小規模多機能型居宅介護 

           募集回 

 
第１回 第２回 

第３回 

(次年度分事前協議) 

応募期限 ４月３０日 ６月２６日 ８月２８日 

中野区審査会 ７月上旬 ８月下旬 １０月中旬 

中野区選定結果通知 ７月中旬 ９月上旬 １０月下旬 

東京都補助協議 ９月１１日 １１月６日 １月２９日 

東京都補助内示 １０月下旬 １２月中旬 ６月以降 

※ 中野区審査会～東京都補助内示までの日程は予定のため前後する可能性がありますので 

  申請時にご確認下さい。 

※ 上記については、整備費補助を活用する場合の日程となります。 
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⑵ 応募申込書の提出 

①  提出書類 

  「３ 募集期間（ｐ.２）」に示す期間に、応募申込書及び添付書類をご提出ください。 

 ② 提出部数：１部 

 ③ その他 

  計画内容等については事前に地域支えあい推進部 地域活動推進課 地域施設係までご相談ください。 

 

⑶ 事業計画書等の提出 

①  提出書類 

  「３ 募集期間（ｐ.２）」に示す期間に、事業計画書及び添付資料（提出資料確認表（ｐ.２０～ｐ.

２２）を参照）をご提出ください。 

②  提出部数：正本１部 ※副本については、正本のご提出後、別途ご案内いたします。 

③  電子データの提出 

     様式の指定のあるもの及び図面等については、紙での提出に加え、Ｅメールにより、電子デー

タを提出してください。 

     区のシステム上２ＭＢまでは直接送信できますが、２ＭＢを超える場合は、ファイル交換サー

ビスを介してデータをやり取りしますので、下記【提出先】に記載のメールアドレスにその旨送

信していただいた後、ファイルの登録先ＵＲＬと閲覧するためのパスワードを区から送信します。 

ＵＳＢメモリは区のシステム上、利用することができません。 

 

⑷ 様式の入手 

 応募申込及び事業計画書の様式については、区ホームページに掲載していますので、必要な書類を

ダウンロードしてください。 

 

⑸ 提出方法 

所定の期間内に所定の書類を、窓口持参により直接提出してください。 

提出にあたっては、受付が重ならないよう事前に電話で予約をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 書類の作成、綴り方等 

① 綴り方 

  ア 作成する資料は再生紙を使用し、Ａ４縦型ファイルに左綴じで提出してください。 

  イ 仕切り紙（提出資料確認表の番号を記入したインデックスを貼付した白紙）を入れ、綴じてく

ださい。提出しない書類はインデックスを貼付した白紙のみとなります。 

ウ 施設設計図（①配置図、②平面図、③立面図）については、Ａ３の用紙で作成して綴ってくださ

い。 

 

【提出先】中野区役所４階 

中野区中野四丁目１１番１９号  

 地域支えあい推進部 地域活動推進課 地域施設係 

※フロアにつきましたら発券機近くの案内スタッフにお声がけ下さい。 

 

直通電話 03-3228-8945 

メールアドレス kaigokibanseibitantou@city.tokyo-nakano.lg.jp 
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② 副本作成時の留意点 

副本は審査員に配付します。審査は法人名を伏せて行います。このことから、副本には、応募者

が特定できる名称、ロゴマーク等は使用しないでください。決算書等すでに法人名や代表者名等が

記載されている書類については、黒マジック等で該当部分を塗抹してください。 

 

〈中表紙、インデックスの付け方イメージ〉 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

〈表紙および背表紙の表示〉 

・表紙および背表紙には、つぎの例により記入してください。 

   ２０２６年度参入地域密着型サービス整備事業者募集（応募申込書／事業計画書）／ 

（正本 法人名記入 ／ 副本 法人名は記入しない） 

 

 

 

⑺ 応募に関する書類の取扱い 

 ① 提出書類等の返還はいたしません。 

 ② 区は提出書類等を本事業・運営法人選定実施に係る事務等以外の目的で使用しません。ただし、

提出された書類等は、中野区区政情報の公開に関する条例に基づき、公開請求があった場合には公

開することがあります。 

 ③ 応募書類・事業計画書の著作権は応募者に帰属します。ただし、区は本事業・運営法人選定実施に

関る事務等のため必要な場合には、応募書類・事業計画書の内容を無償で使用できるものとします。 

 ④ 区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。また、この検討の目的の

範囲内であっても、区の了承を得ることなく、第三者に対して、これを使用させ、又は内容を提示す

ることを禁じます。 

 ⑤ 必要がある場合は、追加書類の提出や説明を求めることがあります。 

 

⑻ 費用負担 

 本応募における費用、資料提出等にかかる費用については、応募者の負担となります。 

 

⑼ 審査・選定方法 

 法人選定は、中野区地域密着型サービス等選定審査会による審査に基づき、区長が決定します。審査

の方法は、書類とヒアリングによる審査です。ただし、審査の結果、選定事業者無しとする場合がありま

す。 

 

 

 

 

中表紙に書類番号・書類名を記載したインデックスを貼り付ける １ 

応
募 

２ 

提
出 

※書類名が長いものは、適宜省略すること 左２点穴あけ 
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⑽ 審査・選定の基準 

 事業者の選定にあたっては以下の項目について評価を行う予定です。 

  ① 運営法人の適格性（財務状況、管理・運営体制など） 

  ② 事業の運営理念・方針・サービスの内容 

  ③ 事業運営の確実性（資金計画など） 

  ④ 施設内容（居住環境、近隣への配慮、関係法規との適合性など） 

  ⑤ 地域との連携 

  ⑥ その他 

   ●運営及び施設全般に係る地域密着型サービス指定基準との適合性 

   ●区の整備計画との整合性 

   

※ 複数の事業者の応募により募集数を上回ることが見込まれる場合は、より良好と認められるものを

選定します。 

 

⑾ 審査結果の通知 

 審査結果は、応募があった事業者に個別に通知し、選定された場合は、区ホームページに以下の項目

を公表します。 

 ・施設種別 

 ・事業者名 

 ・圏域 

 ・定員 

 ・開設予定時期 

 

⑿ 注意事項 

 ・選定後の図面・設計等の変更は、建築確認に基づく指導以外は原則認めません。やむを得ず変更する

場合は区の承諾が必要となります。 

 ・選定が決定されるまで（補助を受ける場合は補助決定の内示前まで）、土地・建物等の正式な売買契

約は行わないでください。 
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９ 募集要項に対するよくある質問 

 

 項目 質問 回答 

１ 補助金 
公募の事業者決定と補助金の内示

は同時に行われますか。 

公募の事業者決定と補助金の内示は別で行われます。補助金の

内示は、事業者決定後、事業者等からの補助協議を経て、東京都

等からの補助内示後に行います。 

２ 補助金 

年度をまたがる工事の場合、事業者

等に補助金が交付されるのはいつ

ですか。 

整備事業が２か年にわたる場合は、年度ごとの工事出来高（進

捗率）に基づき補助金を交付します。事業者の口座に振り込まれ

るのは、初年度は２０２７年５月頃、２年目は施設の竣工後とな

ります。工事請負会社等への支払いや資金繰りなどは、余裕をも

って対応いただきますようお願いします。 

３ 
グループ 

ホーム 

認知症高齢者グループホームを補

助金を活用して整備する場合に、家

賃設定の参考にするものはありま

すか。他のグループホームの家賃設

定等を教えてください。 

低所得者を含む区民が利用しやすいよう、利用者負担を軽減す

る配慮をしてください。 

詳しくは、P.４（５）利用者負担を参考にしてください。 

家賃設定に関しても、審査対象となっておりますので、ほかのグ

ループホームの情報は提供しておりません。 

４ 入札 

補助金を活用する場合の工事請負

業者の決定は、入札によることとな

っていますが、入札は区が行うので

すか。 

事業者（オーナー型の場合はオーナー）が行います。入札に際

しては、区の職員の立会が必要となります。 

５ 
整備 

予定地 

現在、整備予定地にアパート等の建

物が建っており、利用者もいる場合

は応募することができないのです

か。 

応募前に退去していただくことが望ましいですが、難しい場合

は退去までの工程等の記載した報告書または退去が確約されてい

ることがわかるような書類を応募書類と合わせてご提出くださ

い。 

また、区の審査会で補助対象事業者として選定された際は、東

京都の審査会までには退去していただくように努めてください。 

６ 提出書類 
収支予算書は法人全体のものです

か。また、何年分必要ですか。 
今回の計画を含めた法人全体のものが 1 年分必要です。 

７ 提出書類 
離職率表はどこまで書けばいいで

すか。 

地域密着型サービス施設等の離職率表を添付してください。全

国展開等をしている法人において、記入が多い場合は開設してか

らの期間が浅いものから順に記載するなど、別途ご相談ください。 

８ 
提出書類 

全般 

副本の黒塗りはどうすればよいで

すか。 

副本は事業者が特定できる記述部分すべてを黒塗りしてくださ

い。具体例としては、会社名、代表者名、代表者印、施設名、メー

ルアドレスなどです。 

黒のマーカー等で黒塗りすると、透けて見えることがあります。

その場合は、修正して、再度ご提出していただく可能性がありま

すので、黒塗りしたもののコピーを提出することを推奨していま

す。 

データで編集する場合は、該当の箇所を以下のように黒で塗る

などしてください。 

 

例）小規模多機能型居宅介護 ○○ 中野 

     ↓ 

小規模多機能型居宅介護 黒塗  中野 

 



 

 

１７ 

 

例）株式会社 ○○  

代表取締役社長 中野太郎 ５１歳 

  株式会社 中野 

   代表取締役社長 中野太郎  ５１歳 

 

例）住所：東京都中野区○○町○○丁目○○番地○○号 

  住所：東京都中野区○○町〇〇番地○〇号 

９ 全般 
補助金を活用しないで整備するこ

とは可能ですか。 

補助金を活用しないことも可能です。しかし、区としては、補

助金を利用することで、安定的な運営が行われ、利用者の負担を

軽減することも可能になると考えているため、補助金を活用する

ことをおすすめしています。 

10 全般 
公有地活用の事業者募集の予定は

ありますか。 

公有地活用の案件がある場合は、別途、区ホームページ等でお

知らせします。 

11 全般 応募の状況を教えてください。 

各応募期間終了後、応募者数を区ホームページでお知らせしま

す。また、選定された場合は、施設種別、事業者名、圏域、定員、

開設予定時期を公開しますので、ご参照ください。 

12 全般 

施設を建てるためには、どのくらい

の敷地面積が必要ですか。 

（地域密着型サービス以外も含む） 

主な施設の敷地面積は以下の通りです。 

※以下はすべて敷地面積 

※土地の用途地域等によって条件は異なります。 

認知症高齢者グループホーム 

（最大 27 人） 

400～1,000 ㎡ 

（120 坪～300 坪） 

都市型軽費老人ホーム 

（20 人の場合） 

400～600 ㎡ 

（120 坪～180 坪） 

ショートステイ 

（20 人の場合） 

500～600 ㎡ 

（150 坪～180 坪） 

介護専用型有料老人ホーム 

（50 名の場合） 

1,500～2,000㎡ 

（450 坪～600 坪） 

特別養護老人ホーム 

（100 名の場合） 

3,000～4,000㎡ 

（900 坪～1,210 坪） 

13 全般 
土地を持っている人を紹介してく

れませんか。 

区から紹介することはありません。 

14 全般 
自己所有の土地を利用できる介護

事業者を紹介してくれませんか。 

土地の広さや条件などは、それぞれの法人やサービスによって

異なりますので、区からは直接紹介していません。 

とうきょう福祉ナビゲーションにて、当区で認知症高齢者グル

ープホームを開設したいと考えている事業者の一覧がありますの

でご活用ください。 

（http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/controller?actionID=g

h&cmd=gh_p_list&DVS_CD=13114&SVC_KB=1&GPH_KB=1） 

 

 

 

  

  

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/controller?actionID=gh&cmd=gh_p_list&DVS_CD=13114&SVC_KB=1&GPH_KB=1
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/controller?actionID=gh&cmd=gh_p_list&DVS_CD=13114&SVC_KB=1&GPH_KB=1


 

 

１８ 

 

 年   月   日 

 

中野区長あて 

 

法 人 名  

所 在 地  

代表者名  

 

 

２０２６年度地域密着型サービス整備事業者募集   

応募申込書  

 

 

  下記のとおり応募します。 

 

１．応募事業 

事 業 種 別 

□ 認知症高齢者グループホーム 

 

□ 看護小規模多機能型居宅介護 

予定地（住居表示）  

予 定 地 （ 地 番 ）  

圏 域  □南部圏域 □中部圏域 □北部圏域 □鷺宮圏域 

 

２．提出書類 

 (1) 法人登記簿謄本・印鑑証明書 

 (2) 法人定款及び事業概要の分かるパンフレット等 

 

 

３．担当者及び連絡先 

担 当 者 名  

所 在 地 

（郵送先） 
 

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  

E - M a i l  

  



 

 

１９ 

 

 年   月   日 

 

中野区長あて 

 

法 人 名  

所 在 地  

代表者名  

 

 

２０２６年度地域密着型サービス整備事業者募集   

事業計画提出書  

 

 

  下記のとおり提出します。 

 

１．応募事業 

事 業 種 別 

□ 認知症高齢者グループホーム 

 

□ 看護小規模多機能型居宅介護 

予定地（住居表示）  

予 定 地 （ 地 番 ）  

圏 域  □南部圏域 □中部圏域 □北部圏域 □鷺宮圏域 

 

２．提出書類 

 別添のとおり 

 

３．担当者及び連絡先 

担 当 者 名  

所 在 地 

（郵送先） 
 

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  

E - M a i l  

 

 



 

 

２０ 

 

 

法人 個人 法人 個人

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 整備事業概要書 ○ ※ＧＨの場合のみの様式あり ○ ○ ○ ○

3
概要・沿革（設立年月日､資本金､本社所在地､事業内容、事業所一覧､関連法
人、取引銀行（支店名）、従業員数（常勤・非常勤の内訳）等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 役員構成（年齢、略歴、兼務状況等）､代表者略歴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 事業者の定款（要原本証明）､寄附行為等及びその登記簿謄本（原本） ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 資産の状況（資産目録等） ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 収支予算書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 決算報告書（直近３か年）
※正本・副本ともに１部のみ添付してください
※提出する書類の内容は注意事項②のとおり

※ ※ ※ ※ ※ ※

9 指導検査結果通知・改善報告（過去３か年） ○ ○ ○ ○

10 第三者評価結果 ○ ○ ○ ○

11 事業計画書（運営方針） ○ ○ ○ ○ ○

12 事業参入理由書 ○ ○ ○ ○ ○

13 開設までのスケジュール（設計､施工､職員採用､研修､運営規程作成等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 事業計画書（職員体制） ○ ○ ○ ○ ○

15 管理者の経歴書・資格証（写） ○ ○ ○ ○

16 計画作成担当者の経歴書・資格証（写） ○ ○ ○ ○

17 近隣同意書又は説明状況 ○ ○ ○ ○

18 支援の基本方針（３，４枚程度） 〇 ※GHのみ ○ ○ ○ ○

19 離職率表 ○ ○ ○ ○ ○

20 勤務ローテーション（案） ○ ○ ○ ○ ○

21 事業計画書（家族・地域連携） ○ ○ ○ ○ ○

22 事業費内訳・按分表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 工事費積算見積書（設計監理費を含む） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 収支シミュレーション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 収支シミュレーションの算定根拠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 資金計画書（開設当初の運転資金を含む） ○ ※備品購入予定リストを添付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27
借入金返済計画（元金､利率､期間､金融機関（支店）名､担当者連絡先、融資証
明書）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 預金残高証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 補助金額算出シート ○

30 施設整備計画書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 公図（原本） ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 土地登記簿謄本（原本） ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 建物登記簿謄本（原本） ○ ○ ○

34 建物賃借権登記の同意書 〇 ○ ○ 〇 ○ ○

35 土地売買（賃貸借）契約書又は確約書　 ※自己所有の場合は不要 〇 ○ ○

36 建物売買（賃貸借）契約書又は確約書　　　 ※自己所有の場合は不要 ○ ○ ○ ○

37 室別面積表 ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○

38 図面（配置図、平面図、立面図） ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○

39 周辺地図 〇 ○ ○ ○ ○ ○

40 建築確認に係わる書類（確認済証、検査済証） ○ ○ ○

41 土地・建物の概況写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 履歴書　※家族（法定相続人）の内容をいれてください ○ ○

43 法定相続人全員の同意書　 ○ ○

44 既存の借入金リスト ○ ○

45 確定申告書 ○ ○

46 固定資産の課税証明書（所有するもの全て） ○ ○

47 その他 印鑑証明書（契約書等と印影が異なる場合は使用印鑑届も提出） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＜注意事項＞

① 併設施設がある場合、事業費内訳、収支シミュレーション、資金計画書等について、総括表を作成してください。

② 【株式会社等】税務署に提出した申告書類一式の写し等

【社会福祉法人等】

③ 上記の資料以外に、審査に必要とする資料がある場合は、別途求めることがあります。

地域密着型サービス等整備事業者募集事業計画提出書（鑑）

補助を活用する場合、提出してください。

　　「事業報告書」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「キャッシュフロー計算書」、「販売費・一般管理費」など決算に係る書類

　　「資金収支計算書」、「事業活動計算書」、「貸借対照表」、「財務諸表の注記」、「附属明細書」、「財産目録」など決算に係る書類

提出資料 様式 備考
事業者
創設型

事業者
改修型 事業者 事業者

オ
ー

ナ
ー

型
の
所
有
者
が

個
人
の
場
合

事
業
者
の
概
要

事
業
計
画

資
金
計
画

土
地
・
建
物
関
係

【地域密着型サービス（ＧＨ、小多機、看多機）事業計画書　提出資料確認表】　　　　　※正本１部、副本６部の計７部

オ-ナ-創設型 オ-ナ-改修型

オーナー オーナー



 

 

２１ 

 

整備事業フローチャート 

 

認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 

 

 (注)上記の他、建築基準法・消防法等の関係法令に基づく検査や公益財団法人東京都福祉保健財団への老人居宅

生活支援事業開始届の届出、中野区への指定申請等が必要です。 

 (注)期間は目安であり、前後することがあります。 

期間
（目安）

備考

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○

竣工～開設
２～３か月

※開設準備経費補助
対象：開設前６か月の
需用費・人件費

事
前
相
談

※各回の応募期間最終
日の２週間前まで

中
野
区
審
査
・
選
定

申込～採択
約１.５か月

～
２か月

※採択までの期間は、
前後する場合がありま
す。

工
事
契
約
・
着
工
～

竣
工
・
開
設

協議書提出
～

補助内示
３か月

※協議書作成にあたり
区から事業者に資料作
成を依頼します

※補助金は年度を跨ぐ
場合、整備進捗率に応
じて２～３か年に分け
て交付します。

○

都補助協議
年数回受付

○

○

事業者 中野区 東京都

○

内示～着工
３か月程度

※補助金利用の場合、
補助内示後に入札・契
約してください。

○

○

○

中野区審査会不採択

採択

東京都審査会

採択

入札

工事契約・着工

開設

整備費補助金を利用する場

事前相談

応募申込

事業計画書提出

補助協議書提出

補助内示補助内示

交付申請・決定

竣工検査

実績報告・

額確定・支払

交付申請・決定

実績報告・

額確定・支

整備費補助金利用なし

立会

・区の建築所管部署に建築基準法の

適合確認

・所管消防署に消防法の適合確認

・近隣住民説明



 

 

２２ 

 

 

　提出資料 指定様式 備考
副本の
要否

1 - 事業計画書提出書（鑑） 様式１ ○

2 事業計画書 様式２ ○

3 法人の沿革・概要 様式３ ○

4 役員構成 様式４ ○

5 代表者略歴 様式５ ○

6 既存施設の運営状況 様式６ ○

7 既存事業（介護保険事業）に係る関係行政庁の監査及び指導状況等
直近３年間分の改善指示書及び改善報告書などの写し
※追加で提出を依頼する場合がございます。

○

8 夜間対応型訪問介護自己評価結果 事業を実施している場合 ○

9 事業計画書（運営方針） 様式７ ○

10 連携訪問看護事業所一覧 様式８ 連携型事業所のみ ○

11 事業計画書（職員体制） 様式９ ○

12 勤務ローテーション表 様式１０ ○

13 離職率表 様式１１ ○

14 管理者の経歴書・資格証（写） ○

15 介護・医療連携推進会議の概要 様式１２ ○

16 緊急時及び非常災害時に備えた体制等の概要 様式１３ ○

17
利用者状況を蓄積する機器等及び利用者からの通報を受ける通信機器等
の概要

様式１４ ○

18 直近３期分の決算報告書
貸借対照表、損益計算書、財産目録、確定申告書の写
しなど

19 資金計画書 様式１５ ○

20 収支シミュレーション 様式１６ ○

21 利用者負担額・給与費積算根拠 様式１７ ○

22 事業所・サテライト拠点の案内図
縮尺1／10，000程度のものと、開設予定区全域を
網羅したものの２種類を添付してください

○

23 事業所平面図
改修及び増改築の場合は、改修・増改築前の図面も添
付してください

○

24 現況写真 全景のほか、事務室内の主要部分5枚程度 ○

25 事業所確保の折衝状況を記したもの
建物売買契約書、賃貸借契約書、合意書があれば添付
してください

○

26 開設までのスケジュール（設計､施工､職員採用､研修､運営規程作成等） ○

27 事業費内訳・按分表 様式１８ ○

28 工事費積算見積書（設計監理費を含む） ○

29 公図（原本） ＧＨに併設の場合はコピー可 ○

30 土地登記簿謄本（原本） ＧＨに併設の場合はコピー可 ○

31 建物登記簿謄本（原本）
改修型の場合のみ
ＧＨに併設の場合はコピー可

○

32 建物賃借権登記の同意書 オーナー型の場合のみ ○

33 土地売買（賃貸借）契約書又は確約書 自己所有の場合は不要、創設型の場合のみ ○

34 室別面積表 様式１９ ○

35 建築確認に係わる書類（確認済証、検査済証） 改修での整備の場合のみ ○

整
備
費
補
助
を
活
用
す
る
場
合

※副本作成の留意点
　法人名、氏名、所在地など事業者が特定できる記載については、黒塗り処理をお願いします。（１部黒塗りした原稿を作成してから複数を作成
した方が、消し跡が残りません。）

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業　提出書類確認表】            　※正本１部、副本６部の計７部

事
業
者
概
要

事
業
計
画

資
金
計
画

事
業
所
概
要

（参考） 



 

 

２３ 

 
  

法人 個人 法人 個人

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 整備事業概要書 ○ ○ ○ ○ ○

3
概要・沿革（設立年月日､資本金､本社所在地､事業内容、事業所一覧､関連法
人、取引銀行（支店名）、従業員数（常勤・非常勤の内訳）等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 役員名簿及び履歴書、評議員の一覧 役員の略歴、兼務状況等を記載 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 事業者の定款（要原本証明）､法人登記簿謄本（原本） ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 資産の状況（資産目録等） ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 収支予算書（当該年度） ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 決算報告書（直近３か年）
※正本・副本ともに１部のみ添付してください
※提出する書類の内容は注意事項②のとおり

※ ※ ※ ※ ※ ※

9 累積借入金返済計画表 ※該当する場合のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 親会社の連結財務諸表 ※該当する場合のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 指導検査結果通知・改善報告（過去３か年） ※該当する場合のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 既存施設の運営状況 ○ ○ ○ ○ ○

13 第三者評価結果 ○ ○ ○ ○

14 事業計画書（運営方針） ○ ○ ○ ○ ○

15 事業参入理由書 ○ ○ ○ ○ ○

16 開設までのスケジュール（設計､施工､職員採用､研修､運営規程作成等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 事業計画書（職員体制） ○ ○ ○ ○ ○

18 施設長の経歴書・資格証（写） ○ ○ ○ ○

19 生活相談員の経歴書・資格証（写） ○ ○ ○ ○

20 近隣同意書又は説明状況 ○ ○ 〇 〇 〇 〇

21 離職率表 ○ ○ ○ ○ ○

22 職員配置計画書 ○ ○ ○ ○ ○

23 ローテーション表 ○ ○ ○ ○ ○

24 事業計画書（家族・地域連携） ○ ○ ○ ○ ○

25 整備費内訳・按分表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 工事費・備品費等内訳表 参考様式あり、見積書可 ○ ○ ○ ○ ○ ○

収支見込シミュレーション（オーナー） ○ 借入金がある場合は返済期間分 ○ ○ ○ ○

収支見込シミュレーション（運営事業者） ○ ○ ○ ○ ○

28 収支見込シミュレーションの算定根拠
人件費、事務費、事業費、開設準備に係る経費
（備品購入費等）の内訳資料及び積算の根拠が
確認できる資料

○ ○ ○ ○

29 賃料算定根拠 ○ ○ ○ ○

30 資金計画 ○ 融資証明書、預金残高証明書等を添付すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 借入金償還計画一覧表 ○ 該当する場合のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 月額利用料等算定表 ○ ○ ○ ○ ○

33 補助金額算出シート ○

34 施設整備計画書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 公図（原本） ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 土地登記簿謄本（原本） 3ヶ月以内のもの、写し可 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 建物登記簿謄本（原本） 3ヶ月以内のもの、写し可 ○ ○ ○

38 土地・建物賃貸借契約書又は確約書　 ○ ○ 〇 〇

39 土地・建物売買（賃貸借）契約書又は確約書　　　
自己所有の場合は不要
建物は改修型の場合のみ

○ ○ 〇 〇 ○ ○

40 土地・建物に係る固定資産の納税（課税）証明書
原本、建物は改修型の場合のみ
自己所有の場合は不要

〇 〇 〇 〇 〇 〇

41 室別面積表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 図面（配置図、平面図、立面図） ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 周辺地図（位置図）、交通の便と周囲の状況（案内図） ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 既存建物の建築確認に係わる書類（確認済証、検査済証）の写し ○ ○ ○

45 土地・建物の概況写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 履歴書 ○ ○

47 法定相続人構成資料、法定相続人の承諾書 ○ ○

48 確定申告書（写し） ○ ○

49 管理規程・運営規程（案） ○ ○ ○ ○

50 印鑑証明書（契約書等と印影が異なる場合は使用印鑑届も提出） 写し可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＜注意事項＞

① 併設施設がある場合、事業費内訳、収支シミュレーション、資金計画書等について、総括表を作成してください。

② 【株式会社等】税務署に提出した申告書類一式の写し等

【社会福祉法人等】

③ 上記の資料以外に、審査に必要とする資料がある場合は、別途求めることがあります。

【都市型軽費老人ホーム整備事業計画提出書　提出資料確認表】　　　　　※正本１部、副本６部の計７部

オ-ナ-創設型 オ-ナ-改修型

オーナー オーナー

地域密着型サービス等整備事業者募集事業計画提出書（鑑）

補助を活用する場合、提出してください。

　　「事業報告書」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「キャッシュフロー計算書」、「販売費・一般管理費」など決算に係る書類

　　「資金収支計算書」、「事業活動計算書」、「貸借対照表」、「財務諸表の注記」、「附属明細書」、「財産目録」など決算に係る書類

提出資料 様式 備考
事業者
創設型

事業者
改修型 事業者 事業者

27

オ
ー
ナ
ー
型
の

所
有
者
が
個
人

の
場
合

その他

事
業
者
の
概
要

事
業
計
画

資
金
計
画

土
地
・
建
物
関
係

（参考） 
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（参考）整備事業フローチャート 

都市型軽費老人ホーム（今年度の募集は行いません）

 
 (注)上記の他、建築基準法・消防法等の関係法令に基づく検査等が必要な場合があります。 

 (注)期間は目安であり、前後することがあります。 

期間
（目安）

備考

○

○

○

○

○

○

○ 【年度末】

○ ○

○

○ ○

○

◌

都補助協議
年数回受付

※整備費補助金を利用
しない場合も東京都へ
の協議が必要です

内示～着工
３か月程度

※補助金利用の場合、
補助内示後に入札・契
約してください。
※補助金を利用しない
場合は、補助内示はあ
りません。また、入札
を行う必要はありませ
ん。

中
野
区
審
査
・
選
定

申込～採択
約１.５か月

～
２か月

※採択までの期間は、
前後する場合がありま
す。

○

○

工
事
契
約
・
着
工
～

竣
工
・
開
設

協議書提出
～

補助内示
３か月

※協議書作成にあたり
区から事業者に資料作
成を依頼します

※補助金は年度を跨ぐ
場合、整備進捗率に応
じて２～３か年に分け
て交付します。
※補助金を利用しない
場合は、交付申請等の
補助金交付に係る手続
は必要ありません。竣
工検査については、実
施します。

竣工～開設
２～３か月

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

※開設準備経費補助
対象：開設前６か月の
需用費・人件費

事業者 中野区 東京都

○

事
前
相
談

※各回の応募期間最終
日の２週間前まで

中野区審査会不採択

採択

東京都審査会

採択

入札

工事契約・着工

竣工・開設

事前相談

応募申込

事業計画書提出

協議書提出

補助内示補助内示

交付申請・決定

竣工検査

実績報告・

額確定・支払

交付申請・決定

実績報告・

額確定・支払

立会

開設許可申請・確認 開設許可申請

現地調査・開設許可書交付

・区の建築所管部署に建築基準法の

適合確認

・所管消防署に消防法の適合確認

・近隣住民説明
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中野区日常生活圏域の地域一覧 

 

南台 １～５丁目全域

弥生町 １～６丁目全域

１丁目 １～１２番、１３番１～７，８（※）号、１５番１～６，２５号、１６～３０番

２丁目 １～４５，５２，５３番

３丁目 １番～２６番

４丁目 １～４，６～４８番

５、６丁目全域

３丁目 ３０番～３６番

４丁目 １～５番、６番１～１２，１７～２９号、７～１０番

５丁目
１～１９番、２０番１～６，７（※），１３～１５号、２１番６～１５号、２７番１
～１３，２５～３４号

１丁目 １３番８（※），９～１８号、１４番、１５番１１～２２号、３１，３２番

２丁目 ４６番～５１番、５４番

３丁目 ２７番～３３番

４丁目 ５番

１、２丁目全域

３丁目 １，２，３～２１，２２～２６番、２７～２９，３７～５１番

４丁目 ６番１４，１５号、１１番～６１番、

５丁目
２０番７（※）～１１号、２１番１～５号、２２～２６番、２７番１４～２３号、２
８番～４９番

東中野 １～５丁目全域

１～３丁目全域

４丁目 １番、２番、８番～１０番、１３番～２１番、２２番１，２号

５丁目 １番～６７番

６丁目全域

上高田 １～５丁目全域

新井 １丁目 １番、２番１～１７，２５（※）～２８号、３番１～３，１１～１５号

４丁目 ３番～７番、１１番、１２番、２２番３号，２３番

５丁目 ６８番

１丁目 ２番１８～２４，２５（※）号、３番４～８号、４番～４３番

２～５丁目全域

沼袋 １～４丁目全域

松が丘 １、２丁目全域

江原町 １～３丁目全域

江古田 １～４丁目全域

丸山 １、２丁目全域

１丁目 １番～３５番、４３番～４９番、５４番～５８番

２～４丁目全域

５丁目 １～６番、７番（１～４号を除く）、１０～３４番、３５番１，２号

６丁目
１番～３５番、３６番１３～１５号、４０番１～３，１５～２２号、４１番～４４
番、４５番１１～１７号、４７番１号、４８番～５１番

１丁目 １２番～１５番

２丁目 １番、２番

若宮 １丁目
７番１０～１４号、８番８（※）～１３号、１０番、１１番５～１５号、１２～１６
番、２４番～２７番

１丁目 ３６番～４２番、５０番～５３番

５丁目 ７番１～４号、８番、９番、３５番４～１０号

６丁目
３６番１～１２号、３７番～３９番、４０番５～１４号、４５番１～１０号、４６
番、４７番２～１６号、５２番、５３番

１丁目 １番～１１番、１６番～６８番

２丁目 ３番～４９番

３、４丁目全域

１丁目
１番～６番、７番１～９，１５，１６号、８番１～７，８（※），１４～１９号、９
番、１１番１，２号、１７～２３番、２８番～５９番

２、３丁目全域

白鷺 １～３丁目全域

鷺宮 １～６丁目全域

上鷺宮 １～５丁目全域

※についてはお問い合わせください

本町

中央

本町

中央

中野

中野

新井

野方

大和町

野方

大和町

若宮

南部圏域

中部圏域

北部圏域

鷺宮圏域



 

 

２６ 

 

建築確認申請の前に行う手続き 中野区代表 ０３－３３８９－１１１１ 

 

 

 

 

 

計画建築物の用途・規模などにより建築確認申請書を提出する前に行わなければならない 

申請等があります。 

詳しくは「建築確認申請前に行わなければならない申請等はありますか。」（中野区ホームペー

ジ（ （https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/machizukuri/kenchiku01.html）⇒ トップ

ページ⇒ よくある質問⇒ まちづくり・建築⇒ 建築確認申請前に行わなければならない申請等

はありますか。）をご覧ください。 

 

1. 中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例 

2. 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例 

3. 東京都福祉のまちづくり条例 

4. 中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱 

5. 都市計画法の開発許可 

6. 景観法、東京都景観条例 

中野区は東京都景観条例に準じています。詳しくは東京都都市整備局ホームページをご覧く

ださい。 

7. 中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

8. みどりの保護と育成に関する条例 

敷地 1,000平方メートル以上は、東京都扱いとなります。詳しくは東京都環境局ホームペー

ジをご覧ください。 

9. 地区計画 

10. 自転車等放置防止条例 

11. 駐車場法（路外駐車場設置・変更届） 

12. 特定都市河川浸水被害対策法・雨水流出抑制施設設置指導要綱 

13. 建築基準法第 42条第 2 項道路の中心判定 

建築課 道路判定係に直接ご相談ください。 

14. 生活道路の拡幅整備に関する条例 

15. 許可・認定 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 中野区 地域支えあい推進部 地域活動推進課 地域施設係 

・窓口  中野区中野４丁目１１番１９号 中野区役所 ４階 

     ※フロアにつきましたら発券機近くの案内スタッフにお声がけ下さい。 

・TEL 03-3228-８９４５ 〔直通〕                 

・E-mail：kaigokibanseibitantou@city.tokyo-nakano.lg.jp 

《ご利用ください》 用途地域・地区図及び日影規制指定図・都市計画概要図は中野区ホームページで公

開しています！ 

中野区ホームページ （ http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ ）⇒ トップページ⇒ まちづく

り⇒ 都市計画⇒ 用途地域⇒ 都市計画マップ・用途地域・地区図及び日影規制指定図・都市計画概要

図 からご確認ください。 

mailto:kaigokibanseibitantou@city.tokyo-nakano.lg.jp
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/

